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議案 第１０号 

令和８年度 小浜市一般会計予算 

令和８年度小浜市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８，１６５，０００千円と

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間および限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

 （地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、「第３表 地

方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、２，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、報酬、職員手当等および共済費に係る予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年２月１７日 提出 

小浜市長  杉  本  和  範 

                         一般会計
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（歳    入） (単位：千円)

款 項

 1 市税 ３，８０２，３２１

 1 市民税 １，６８５，０００

 2 固定資産税 １，５８９，９２１

 3 軽自動車税 １１１，４００

 4 市たばこ税 １９４，０００

 6 都市計画税 ２２２，０００

 2 地方譲与税 １７７，２００

 1 地方揮発油譲与税 ２７，７００

 2 自動車重量譲与税 １０９，５００

 6 森林環境譲与税 ４０，０００

 3 利子割交付金 １３，０００

 1 利子割交付金 １３，０００

 4 配当割交付金 ３６，０００

 1 配当割交付金 ３６，０００

 5 株式等譲渡所得割交付金 ５７，０００

 1 株式等譲渡所得割交付金 ５７，０００

 6 法人事業税交付金 １００，０００

 1 法人事業税交付金 １００，０００

 7 地方消費税交付金 ８６０，０００

 1 地方消費税交付金 ８６０，０００

 8 環境性能割交付金 ２，０００

 1 環境性能割交付金 ２，０００

 9 地方特例交付金 ５４，０００

 1 地方特例交付金 ５４，０００

10 地方交付税 ５，４３０，０００

 1 地方交付税 ５，４３０，０００

11 交通安全対策特別交付金 ２，０００

 1 交通安全対策特別交付金 ２，０００

12 分担金及び負担金 １３０，３２３

 1 負担金 １３０，３２３

13 使用料及び手数料 １６２，９７３

 1 使用料 １４０，２００

 2 手数料 ２２，７７３

14 国庫支出金 ２，３６６，０７２

 1 国庫負担金 １，６３６，９９２

 2 国庫補助金 ７２１，００４

 3 委託金 ８，０７６

15 県支出金 １，７７０，５１９

 1 県負担金 ６３０，００７

 2 県補助金 １，０５０，９７７

 3 委託金 ８９，５３５

第１表 歳入歳出予算

金 額

一般会計
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(単位：千円)

款 項

16 財産収入 ３５，０６０

 1 財産運用収入 ３０，７２１

 2 財産売払収入 ４，３３９

17 寄附金 ７５８，５０８

 1 寄附金 ７５８，５０８

18 繰入金 ８２９，２８１

 1 特別会計繰入金 ２７，２９５

 2 基金繰入金 ８０１，９８６

19 繰越金 １０，０００

 1 繰越金 １０，０００

20 諸収入 ６５５，７４３

 1 延滞金加算金及び過料 ４，０００

 2 市預金利子 ２，８４２

 3 貸付金元利収入 １７１，０８２

 4 受託事業収入 ２４，６７７

 5 雑入 ４５３，１４２

21 市債 ９１３，０００

 1 市債 ９１３，０００

１８，１６５，０００

金 額

歳 入 合 計

一般会計
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（歳    出） (単位：千円)

款 項

 1 議会費 １８３，０２３

 1 議会費 １８３，０２３

 2 総務費 ２，９３６，８７６

 1 総務管理費 ２，５４７，２３１

 2 徴税費 ２３９，９５８

 3 戸籍住民基本台帳費 １０９，１８３

 4 選挙費 １３，９６０

 5 統計調査費 ２，０６５

 6 監査委員費 ２４，４７９

 3 民生費 ５，８３９，０５６

 1 社会福祉費 ２，８８５，９７４

 2 児童福祉費 ２，５７０，９０１

 3 生活保護費 ３８２，１８１

 4 衛生費 ２，２０２，４４７

 1 保健衛生費 １，２４２，６３１

 2 清掃費 ９５９，８１６

 5 労働費 １７８，７１６

 2 労働諸費 １７８，７１６

 6 農林水産業費 ６７７，２１５

 1 農業費 ４０１，９２５

 2 林業費 １５０，９８０

 3 水産業費 １２４，３１０

 7 商工費 ５６４，５７９

 1 商工費 ５６４，５７９

 8 土木費 １，８４７，３００

 1 土木管理費 ９，２３１

 2 道路橋梁費 ７３８，５４０

 3 河川費 ３４，１６０

 4 都市計画費 ９４４，６０７

 5 住宅費 １２０，７６２

 9 消防費 ６４６，２７２

 1 消防費 ６４６，２７２

10 教育費 １，５７２，１５７

 1 教育総務費 ３５２，９４２

 2 小学校費 ４０５，３４９

 3 中学校費 １８３，７９０

 4 幼稚園費 １，９４０

 5 社会教育費 ４３８，５７６

 6 保健体育費 １８９，５６０

12 公債費 １，５０７，３５９

 1 公債費 １，５０７，３５９

金 額

一般会計
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(単位：千円)

款 項

13 予備費 １０，０００

 1 予備費 １０，０００

１８，１６５，０００

金 額

歳 出 合 計

一般会計
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期      間

養殖業生産拡大支援事業
令和９年度

～
令和１７年度

7,500

社会資本整備（安全安心）
令和９年度

～
令和１１年度

1,784,000

文 化 会 館 耐 震 改 修 事 業 令和９年度 334,400

事      項 限  度  額

第 ２ 表   債 務 負 担 行 為  

（単位 千円）

一般会計
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（単位：千円）

限 度 額 起債の方法

財 産 管 理 経 費 168,900

庁 舎 施 設 管 理 経 費 16,000

コミュニティセンター整備事業 39,000

児 童 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 31,300

小浜市総合福祉センター整備事業 31,600

咲 楽 館 施 設 改 修 事 業 39,800

観 光 施 設 改 修 事 業 3,200

土 地 改 良 事 業 13,600 証 書 借 入

林 道 整 備 事 業 19,800

ま た は

道 路 整 備 事 業 234,700

河 川 等 整 備 事 業 27,200 証券発行

街 路 事 業 55,700

公 営 住 宅 建 設 事 業 14,000

史 跡 後 瀬 山 城 跡 整 備 事 業 11,800

学 校 施 設 改 修 事 業 75,200

文 化 会 館 施 設 改 修 事 業 109,200

図 書 館 施 設 改 修 事 業 7,800

市 営 体 育 施 設 改 修 事 業 14,200

913,000

第  ３  表     地   方   債

利  率 償  還  の  方  法起   債   の   目   的

年4.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金およびその他
資金について、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

計

政府資金およびその他の資
金についてはその融資条件
による。ただし、市財政の
都合により据置期間および
償還期限を短縮し、または
繰上償還もしくは低利に借
換えすることができる。

一般会計
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議案 第１１号 

令和８年度 小浜市国民健康保険事業特別会計予算 

 令和８年度小浜市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，４７５，３０８千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

令和８年２月１７日 提出 

小浜市長  杉  本  和  範 

国民健康保険事業特別会計
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（歳    入） (単位：千円)

款 項

 1 国民健康保険税 ４６１，６５２

 1 国民健康保険税 ４６１，６５２

 2 使用料及び手数料 ２５０

 1 手数料 ２５０

 6 県支出金 １，７９９，００６

 2 県補助金 １，７９９，００６

 9 財産収入 ６５７

 1 財産運用収入 ６５７

10 繰入金 ２０８，１３６

 1 他会計繰入金 ２０７，０８４

 2 基金繰入金 １，０５２

11 繰越金 １

 1 繰越金 １

12 諸収入 ５，６０６

 1 延滞金加算金及び過料 ５，１０２

 4 雑入 ５０４

２，４７５，３０８

第１表 歳入歳出予算

金 額

歳 入 合 計

国民健康保険事業特別会計
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（歳    出） (単位：千円)

款 項

 1 総務費 ４７，１６７

 1 総務管理費 ３５，３８３

 2 徴税費 １１，５６６

 3 運営協議会費 ２１８

（趣旨普及費） ０

 2 保険給付費 １，７５０，９１８

 1 療養諸費 １，４４６，９０７

 2 高額療養費 ２９３，８５７

 3 移送費 １

 4 出産育児諸費 ７，００３

 5 葬祭諸費 ３，０００

 8 傷病手当金 １５０

 3 国民健康保険事業費納付金 ６１６，４０１

 1 医療給付費分 ４０４，４３０

 2 後期高齢者支援金等分 １５６，６８０

 3 介護納付金分 ４６，５６７

 4 子ども・子育て支援金分 ８，７２４

 4 共同事業拠出金 ２２９

 1 共同事業拠出金 ２２９

 6 保健事業費 ５４，７３５

 1 特定健康診査等事業費 ４７，６９２

 2 保健事業費 ７，０４３

 7 基金積立金 ６５７

 1 基金積立金 ６５７

 9 諸支出金 ４，２０１

 1 償還金及び還付加算金 ３，７０１

 2 貸付金 ５００

10 予備費 １，０００

 1 予備費 １，０００

２，４７５，３０８

金 額

歳 出 合 計

国民健康保険事業特別会計
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議案 第１２号 

令和８年度 小浜市後期高齢者医療特別会計予算 

 令和８年度小浜市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５７６，６７１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

令和８年２月１７日 提出 

小浜市長  杉  本  和  範 

後期高齢者医療特別会計
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（歳    入） (単位：千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 ４３６，４５０

 1 後期高齢者医療保険料 ４３６，４５０

 2 使用料及び手数料 ４８

 1 手数料 ４８

 3 繰入金 １３８，５７２

 1 一般会計繰入金 １３８，５７２

 4 繰越金 １

 1 繰越金 １

 5 諸収入 １，６００

 1 延滞金、加算金及び過料 １００

 2 償還金及び還付加算金 １，５００

５７６，６７１

第１表 歳入歳出予算

金 額

歳 入 合 計

後期高齢者医療特別会計
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（歳    出） (単位：千円)

款 項

 1 総務費 ３０，２２８

 1 総務管理費 １８，８３４

 2 徴収費 １１，３９４

 2 後期高齢者医療広域連合納 ５４４，４４３

付金

 1 後期高齢者医療広域連合納 ５４４，４４３

付金

 3 諸支出金 １，５００

 1 償還金及び還付加算金 １，５００

 4 予備費 ５００

 1 予備費 ５００

５７６，６７１

金 額

歳 出 合 計

後期高齢者医療特別会計
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議案 第１３号 

令和８年度 小浜市介護保険事業特別会計予算 

 令和８年度小浜市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，５９８，１２２千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

令和８年２月１７日 提出 

小浜市長  杉  本  和  範 

  介護保険事業特別会計
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（歳    入） (単位：千円)

款 項

 1 保険料 ７１２，５８６

 1 介護保険料 ７１２，５８６

 2 サービス収入 ２５１

 1 介護予防給付費等収入 ２５１

 4 使用料及び手数料 １

 1 手数料 １

 5 国庫支出金 ８１６，３３６

 1 国庫負担金 ５９６，１０５

 2 国庫補助金 ２２０，２３１

 6 支払基金交付金 ９２７，９７７

 1 支払基金交付金 ９２７，９７７

 7 県支出金 ５０４，６８３

 1 県負担金 ４９０，０１９

 3 県補助金 １４，６６４

 8 財産収入 ４３４

 1 財産運用収入 ４３４

 9 繰入金 ６３３，００３

 1 一般会計繰入金 ５８７，５８７

 2 基金繰入金 ４５，４１６

10 繰越金 １

 1 繰越金 １

11 諸収入 ２，８５０

 1 延滞金加算金及び過料 ３

 3 雑入 ２，８４７

３，５９８，１２２

第１表 歳入歳出予算

金 額

歳 入 合 計

介護保険事業特別会計

15



（歳    出） (単位：千円)

款 項

 1 総務費 １２６，２２０

 1 総務管理費 ７７，６７１

 2 徴収費 ３，１２４

 3 介護認定審査会費 ４４，２８６

 4 趣旨普及費 １，１３９

 2 保険給付費 ３，３４１，９８０

 1 介護サービス等諸費 ３，０８６，２５０

 2 介護予防サービス等諸費 ９７，７７６

 4 その他諸費 ４，６２４

 5 高額介護サービス等費 ７４，８９６

 6 高額医療合算介護サービス ８，９３２

等費

 8 特定入所者介護サービス等 ６９，５０２

費

 3 介護サービス事業費 １，５４７

 1 介護予防支援事業費 １，５４７

 5 地域支援事業費 ９６，６６２

 3 介護予防・生活支援サービ ５１，１５８

ス事業費

 4 一般介護予防事業費 ２０，９３５

 5 包括的支援事業・任意事業 ２４，２７８

費

 6 その他諸費 ２９１

 6 保健福祉事業費 １，４８３

 1 保健福祉事業費 １，４８３

 7 基金積立金 ４３４

 1 基金積立金 ４３４

 8 予備費 １，０００

 1 予備費 １，０００

 9 諸支出金 ２８，７９６

 1 償還金及び還付加算金 １，５０１

 3 繰出金 ２７，２９５

３，５９８，１２２

金 額

歳 出 合 計

介護保険事業特別会計
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議案 第１４号 

令和８年度 小浜市産業団地整備事業特別会計予算 

 令和８年度小浜市の産業団地整備事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４６，６７２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 （地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、「第２表 地

方債」による。

令和８年２月１７日 提出 

小浜市長  杉  本  和  範 

産業団地整備事業特別会計

17



（歳    入） (単位：千円)

款 項

 4 繰入金 ８，９７２

 1 他会計繰入金 ８，９７２

 7 市債 ４３７，７００

 1 市債 ４３７，７００

４４６，６７２

第１表 歳入歳出予算

金 額

歳 入 合 計

産業団地整備事業特別会計

18



（歳    出） (単位：千円)

款 項

 1 産業団地事業費 ４３８，１０３

 1 産業団地事業費 ４３８，１０３

 3 公債費 ８，５６９

 1 公債費 ８，５６９

４４６，６７２

金 額

歳 出 合 計

産業団地整備事業特別会計
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（単位：千円）

限 度 額 起債の方法

証 書 借 入

産 業 団 地 整 備 事 業 437,700 または

証 券 発 行

437,700計

第  ２  表     地   方   債

起   債   の   目   的 利  率 償  還  の  方  法

年4.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金およびその他
資金について、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

政府資金およびその他の資
金についてはその融資条件
による。ただし、市財政の
都合により据置期間および
償還期限を短縮し、または
繰上償還もしくは低利に借
換えすることができる。

産業団地整備事業特別会計
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議案 第１５号 

令和８年度 小浜市加斗財産区運営事業特別会計予算 

 令和８年度小浜市の加斗財産区運営事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

令和８年２月１７日 提出 

小浜市長  杉  本  和  範 

加斗財産区運営事業特別会計
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（歳    入） (単位：千円)

款 項

 1 財産収入 ２４

 1 財産運用収入 ２４

 2 繰越金 １

 1 繰越金 １

 3 繰入金 ３２

 1 基金繰入金 ３２

５７

第１表 歳入歳出予算

金 額

歳 入 合 計

加斗財産区運営事業特別会計
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（歳    出） (単位：千円)

款 項

 1 総務費 ５７

 1 財産区管理会費 ５７

５７

金 額

歳 出 合 計

加斗財産区運営事業特別会計
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